
揖斐郡大野町大字相羽字六丁目１４９３番１

低層住宅地

旧来の住宅、農地の
中、新規の一般住宅
も見られる住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 50 70 低層住宅地

-

(都)(70,270)

人口、世帯数とも微減傾向にある。ミニ開発は失速気味であるが、
依然としてミニ開発によるスプロール化が進んでいる。

相羽地区の一部で都市ガスの供給が始まった。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、典型需要の属性に即して代替競争関係が緊密な周辺住宅地域から４事例を採用し、市場実態の具現性が
高い価格が得られた。当該地域の賃貸住宅は地主の供給が大半であり、賃料には土地の元本コスト、資産リスクが反映され
にくい実態がある。収益還元法は非適用であるが、検証不足の懸念はない。以上により、取引事例比較法の試算結果につい
て指定基準地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

農地の介在が目立つ地域であるが、個別・散発的なミニ開発等により戸建住宅地域としての熟成を漸次的に高めていくと予
測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 25,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

広神戸駅
北東 6.5km

広神戸
6.5km

(8)

北4.5m町道

(都)
(70,400)

（その他）　　　　
(70,270)

特にない 基準方位北、４．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

24,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

24,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.9

+1.8

+15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

30,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

118.1 ］

96.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 6月 20日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

6,550,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 24,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町及び池田町、神戸町北部、揖斐川町南部と判定する。需要者の中心は２０代後半から４０代前半の戸
建取得者であり、自動車を複数所有する世帯が標準的である。市場の中核となるミニ開発は減速感があるものの継起してお
り、需給関係も悪くない。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地が５００万～８００万円、新築建売は１８００万～
２４００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡大野町大字桜大門字若宮西５２８番２３

低層住宅地

中小規模の戸建住宅
の中に農地も見られ
る住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 60 20 120 低層住宅地

-

(都)(70,288)

人口、世帯数とも年１％強の減少。周辺市町と比べて活発だった
建売も一服し、町勢基調に変化が生じている。

旧市街で昭和後期築の空き家が出始めた一方、やや広めの区割り
でミニ開発も行われ、画地配置重視の市況が認められる。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、価格牽連性の強い４事例により試算し、地域間競争のうえに成り立つ市場実態に即した価格を得られた
と判断する。収益還元法は非適用であるが、当該地域の賃貸市場に関しては、供給の大半を地主の物件が占めるため、賃料
には土地の元本コスト、資産リスクが反映されにくい特性を把握している。以上により、取引事例比較法の試算結果につい
て指定基準地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

旧来市街周縁で農地も多く残るが、住宅需要はミニ開発等を手掛けやすい郊外に奪われがちで地域熟成は遅滞し、地価も下
落傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

揖斐駅
東 7.3km

揖斐
7.3km

(8)

西4.8m町道

(都)
(70,400)

（その他）　　　　
(70,288)

特にない 基準方位北、４．
８ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

222

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

28,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+2.2

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

30,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.2 ］

96.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 6月 20日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

6,220,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町全域に池田町、神戸町北部、揖斐川町南部を加えた圏域と判定する。需要者の中心は２０代後半から
４０代前半の戸建取得者である。通勤も含め、マイカー移動が主流のため、並列２台以上の駐車スペースを備えた画地の選
好性が強い。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地が５００万～８００万円、新築建売は１８００万～２４００万円
である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡大野町大字黒野字子持街道８２番１外

低層店舗地

中小規模の小売店舗
が多い路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 30 30 低層店舗地

-

(都)(70,400)

町南部の幹線沿いで東海環状自動車道の供用開始を見据えた施設
整備が進み、町北部の幹線との代替競争関係が緊密になりつつあ
る。

小売で各業態の有力店舗が集まり、繁華性では揖斐郡内でトップ
の地位を固めつつある。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、町内及び隣接市町の商業地域から４事例を採用し、商圏実態に即した価格が求められた。収益還元法に
関しては、商圏内店舗の大半が自己使用であり、地主の物件が多い賃貸市場には元本コスト、資産リスクが反映されにくい
ことに留意を要する。よって、鑑定評価額は比準価格を標準として収益価格を参酌し、当該基準地は地価公示の代表標準地
でもあることから半年間変動率の検討も踏まえたうえ、上記のとおりに決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

個人の日用需要を満たすロードサイドとして商圏内のプレゼンスが高まり、一段の店舗集積も期待できるが、商業地の需給
改善までには至らず、地価は下落傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,900 円／㎡

公示価格 39,300円／㎡

標準地番号 岐阜大野 1-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

揖斐駅
東 5.8km

揖斐
5.8km

(8)

南11.5m国道

(都)
(70,400)

（その他）　　　　

特にない １１．５ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

932

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

34.0  ｍ、　奥行　約 28.0  ｍ、　規模 950  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,200 円／㎡

17,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.3 -1.8％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 6月 20日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

36,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 38,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町、揖斐川町南東部、池田町東部を中核として、周辺の神戸町北部、本巣市南部、北方町北部に及ぶ広
範な圏域と判定する。典型的な需要は小売・飲食、日用サービスの低層店舗である。ロードサイドを中心にドラッグストア
の参入が相次ぎ、食品スーパーなどと業態横断的な競争・競合が激化している。初期投資の規模、土地利用の権利形態はま
ちまち。路線沿いは借地が多く、地代交渉の不調で退店する事例も散見される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡大野町大字小衣斐字折口３１２番１外

工場地

大規模工場のほかに
営業所等も見られる
工業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 200 50 50 工場地

-

(都)(70,400)

東海環状自動車道の関連で町北部で急進展した工場団地の造成事
業は順調。ＩＣ近くでは企業誘致に資すべく都市計画の見直しを
検討中。

工場跡地を倉庫目的で買い受ける事例が認められ、需要サイドで
業種・用途の多様化がみられる。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、大野町及び隣接市町から４事例を得て試算した。査定価格間の開差は広がったが、周辺宅地の地価水準、
企業グループの系列配置を含めた要因比較で用地取得コスト、経営効率も考慮した実践的な価格が求められたと判断する。
原価法、収益還元法は非適用としたが、費用面、収益面からのアプローチを含む取引事例比較法の試算結果に十分な説得力
を認め、地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

工場

東海環状自動車道・西回りの部分供用が視野に入り、工業地域としての競争力も高まりつつある。地価も長期の下落に一旦
歯止めがかかり、横ばい傾向になると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,600 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

16,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜大野 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.2

-0.1

+22.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

揖斐駅
北東 5.9km

広神戸
5.9km

(8)

東7.5m町道､
背面道

(都)
(70,400)

（その他）　　　　
(80,400)

特にない ７．５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

20,606

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

100.0  ｍ、　奥行　約 200.0  ｍ、　規模 20,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

16,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

20,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 ％ ％

119.2 ］

100［ ］ 101.0［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

+1.0二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 6月 20日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

342,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 16,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西濃地域から関市・各務原市に及ぶ県南部の広範な圏域と判定する。域内工業の主力は製造業で輸送用機器、
電子分野の部品メーカーが牽引するが、食品、物流など業種の多様化も進んでいる。愛知県内企業との関係が深く、立地は
交通インフラが重視されるが、補助金・税の減免など行政の助成も選別材料となる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦


